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Council of Social Welfare at Tahara City

季節のお便りもくじ

撮影者◦東三河写真倶楽部　折原麻子氏　撮影場所◦湖西市

小さい秋みつけた！
９月２２日は秋分の日。昼と夜の長さが同じになる日です。「秋を分ける」と

いう字のとおり、暑さが和らぎ日もだんだんと短くなることで、夏の終わりと
秋の始まりを感じることができます。また、自然の中では赤や黄色に色づいた
葉っぱや、道端に落ちているどんぐり、スズムシやコオロギの声など、たくさ
んの秋に出会うことができます。

季節の移り変わりを感じながら、自分だけの「小さい秋」をみつけてみるの
もいいですね。
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◉主　催：田原市社会福祉協議会
◉共　催：田原市、田原市ボランティア連絡協議会、田原市民生児童委員協議会
■問合せ：田原市社会福祉協議会　TEL 23-0610

福祉のつどいは、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」への参加と、福祉の理解を深めて一人
ひとりがつながることを推進し、「支えあえる地域づくり」を目指すことを目的に開催しています。
地域福祉に功績のあった個人・団体の表彰やボランティア団体の活動発表・紹介など、福祉を身
近に感じていただける催しです。はたらく車の展示やキッチンカーの出店、出張子ども食堂など楽
しい企画もあります。ぜひ、ご来場ください。

【会場：田原市赤石二丁目２番地】

■式典及び表彰式
■ボランティア団体等の活動紹介・活動発表
　・体験・展示・販売
■はたらく車の展示
■出張子ども食堂
■ゆるつながるカフェ
■フードドライブ（食品等の寄付受付）
■軽食ブース（テイクアウト）

■活動発表
■キッチンカー

【会場：田原市田原町西大浜13-1】

　田原福祉センター及びララグランの駐車場
が満車の場合は、田原駅南公共駐車場をご利
用ください。入庫後２時間までは無料で利用
できます。
※田原福祉センターの正面出入口は、当日通
行できません。
※身障者等用駐車場は、田原福祉センター平
面駐車場にあります。

福祉のつどい
～今つながろう！～
福祉のつどい
～今つながろう！～

第38回

参加者には景品を
プレゼント!!スタンプラリーが
あるよ！
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・詳細については、11月10日（日）の新聞折り込み広告に掲載します。
・諸般の事情により、開催の中止や内容を変更する場合があります。(社会福祉協議会のホームページ等で随時お知らせします。)

社協ホームページはこちら

11月17日（日）　10時～14時
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〇 地震や台風、大雨による水害など大きな災害が起きた時には、被災地のために
「災害等準備金」が使われます。

災害等準備金

災害発生後、即座に災害支援を行えるように、
毎年皆さまからご寄付いただいている赤い羽根共
同募金の一部を、法令に基づき「災害等準備金」
として積み立てています。

この準備金は、災害ボランティアセンターの設
置・運営や、ボランティア団体の活動支援などに
活用されます。
◎令和6年能登半島地震において、愛知県全体で

1,920万円の災害等準備金を拠出しています。

災害義援金

被災された方々を支援することを目的に、お見
舞金としてお届けしています。

赤い羽根共同募金は、災害時にも役立っています

「令和6年能登半島災害地震災害義援金」に
ご協力ありがとうございます。
◦田原市仏教会 様
◦保育大学校研究課程41回生 様
◦匿名　1件
　総額343,830円の義援金をいただきました。

（令和6年5月15日～令和6年8月23日）

期　間 会　場
11月1日（金）～11月7日（木） ショッピングタウンパオ
11月9日（土）～11月16日（土） 田原福祉センター
11月17日（日） -福祉のつどい- 田原福祉センター
11月18日（月）～11月25日（月） あつみライフランド

第76回赤い羽根協賛児童生徒作品
コンクール作品展示のご案内

　市内小中学校から推薦された書道・ポスターの
作品を右記の期間・場所にて展示します。ぜひご
来場ください。

口座名(共通） 田原市共同募金委員会　会長 山
ヤマ

田
ダ

貴
タカ

三
ゾウ

三菱UFJ銀行田原支店 （普通）1384530
豊橋信用金庫田原支店 （普通）1081524
　　　〃　　赤羽根支店 （普通）0050674
　　　〃　　福江支店 （普通）1058019
岡崎信用金庫田原支店 （普通）3110177
豊川信用金庫田原支店 （普通）0257607
豊橋商工信用組合田原支店 （普通）0547830
　　　〃　　　　赤羽根支店 （普通）0707266
　　　〃　　　　福江支店 （普通）0718871
愛知みなみ農業協同組合田原支店 （普通）0074599
　　　〃　　　　　　　赤羽根支店 （普通）0157228
　　　〃　　　　　　　本店 （普通）0007206
蒲郡信用金庫田原支店 （普通）0629877
　　　〃　　渥美支店 （普通）0669089
ゆうちょ銀行 00860－1－174837

令和５年度共同募金実績額

３，７６６，０５５円

種類 金額

イベント募金 72,303 円

学校募金 322,288 円

職域・戸別募金 1,123,934 円

法人募金 1,934,161 円

個人募金 207,678 円

街頭募金 43,976 円

その他の募金 61,715 円

10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
田原市にお寄せいただいた募金は、主に田原市の高齢者や子どもたち、
またボランティアを支援する活動に使われます。

募金は田原市社会福祉協議会（田原福祉センター、あつみライフラ
ンド、赤羽根福祉センター）の窓口で受け付けるほか、以下の市内金
融機関で振込みができます。皆さまの温かいご支援・ご協力をお願い
します。

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
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相談支援事業所では、障害のある方の地域での生活や福祉に関するサポートをしています。

事業所紹介「田原市社協相談支援事業所」

■ 田原市社協相談支援事業所　TEL 23－0610

例えば…
◦	福祉サービスを利用したいけれど、どうすればいいの？
➡ 窓口でお話を聞き、必要な福祉サービスを一緒に考えていきます。
◦	精神科病院に長い期間入院していたけれど、地域に戻って生活したい。
➡ 退院・退所後の生活について、地域で生活できる
 ためのお手伝いをします。
◦	一人での就職活動は、うまくいかない。
➡ 専門の相談員が、本人の状況や希望を聞き取り、
 一緒に働くお手伝いをします。

私たち相談員が、適切なサービスや資源を紹介し、
関係機関と連携を図りながら、安心した社会生活を
送ることができるように、一緒に考えていきます。

■ 生活介護事業所なのはな　TEL 45－3828

生活介護事業所なのはなでは、赤羽根福祉センターで障害のあ
る方の昼間の生活を支えるサービスを提供しています。
「この暑い夏を乗り切ろう！」と納涼祭を企画し、8月23日

（金）・26日（月）に開催しました。利用者の皆さんと一緒に、盆踊
りや、ヨーヨー釣り・輪っか落とし・射的・ピンポン玉ゲーム・
ストラックアウトの5種類のゲームを楽しみました。

これからも利用者の皆さんに安心してご利用いただき、笑顔が
見られるような支援を心掛けていきます。

支援事業所は、田原福祉センター内にある事業所です。

生活介護事業所

なのはなの
納涼祭祭

祭
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就労移行支援事業とは、障害のある方が一般企
業で就労するために、就職に必要な知識の習得や
スキルの向上のために訓練を行う福祉サービスで
す。障害のある方の「働きたい」という思いをサ
ポートしています。

令和6年6月、田原市内外で福祉事業所を運営
している社会福祉法人福寿園様の3つの事業所
へ、職場見学に行ってきました。雇用している方

のお話や、実際に障害を持って働いている方のお
話を聞くことができて、とても良い刺激になりま
した。これまで以上に、働
くことを身近に感じること
ができたと思います。

今後も、長く働ける仕事
に就けるようお手伝いをし
ていきます。

就労定着支援事業とは、就労移行支援事業などを利用して一般就労した障害のある方を対象に、継続
して働くことを支援する福祉サービスです。利用できる期間は、一般就労した後6ケ月後から最長3年間
です。就職後半年間の支援は、それまで利用していた就労移行支援事業所が実施します。

現在は、4名の方が利用しています。
企業における障害者の法定雇用率の上昇に伴い、今後もニーズが見込まれます。現在、田原市内には

1事業所しかないため、関係機関との支援体制を強化し、長く働ける環境づくりを行っていきます。

事業所紹介「多機能型事業所田原市社協　就労移行支援事業所」

事業所紹介「多機能型事業所田原市社協　就労定着支援事業所」

■ 多機能型事業所田原市社協　　就労移行支援事業所　TEL 27－6311

■ 多機能型事業所田原市社協　就労定着支援事業所　TEL 27－6311

就労移行支援事業所、相談支援事業所、就労定着



「つながるカフェ」でつながりました！
8月17日（土）田原福祉センターで「つながるカフェ」を開催しました。今回のつながるカフェには25名の方が参加してくれま

した。
まず、コーヒーボランティアによるおいしいカフェの時間を楽しみ、その後「ふくしって？」というミニ講座の中で、参加者同士
が話しあう時間を持ちました。
その後、田原中学校「たはランティア」の生徒さんが、手芸の企画と進行を行い、一人ひとり素敵な「ひまわり」の作品ができ
あがりました。各テーブルには、ひまわりに負けないぐらいたくさんの笑顔が咲いていました。
最後に、イラスト鑑賞やeスポーツをしたり、カフェタイムに戻ってコーヒーやお茶を飲んで、つながる時間を過ごしました。
あっという間の2時間でしたが、和やかな雰囲気の中で会話を楽しみながら、ゆるくつながってもらえる時間になりました。
今後もつながるカフェは、「地域の中で誰かと少しつながってみる」ことをテーマに、参加した皆さんやボランティア、職員も

「つながる」時間になるような企画を考えたいと思っています。
次回は、11月17日（日）福祉のつどいで「ゆるつながるカフェ」を開催します。申し込み不要なので、ふらっと遊びに来てくだ

さいね。
Your original text here

・人と人のつながりの必要性
を感じた。

・参加して良かった。人とお
しゃべりすることは楽しい。

・たはランティアさんのひま
わり工作、とても楽しく夢
中で工作できました。

皆さんの声

・美味しいコーヒーで、ゆっ
くりとした時間を過ごせま
した。

・たくさんの人たちと関わ
ることで、笑顔がたくさ
ん見れました。

・ふだんのくらしの
しあわせ、一番印
象に残りました。

身寄りがない方に起きる問題点と対策方法
おひとりさま
の生き方

アパート入居、入院、福祉施設入所などの場面で身元保証人を求められた際、身寄りがない方は、身元保証
人がいないためにサービスを利用できないことがあります。身元保証についての制度や法律を学び、身寄りが
なくても、田原市で安心して生活するためには何が必要なのか考えます。

開催日時 10月23日㊌ 会　場 田原福祉センター ３階 大会議室

参加費 無料 申込み 電話またはGoogleフォーム
13時30分～15時

講師紹介

弁護士 熊田均 氏

・認知症大府研修センター　倫理委員会倫理委員
・日本MSW協会　身元保証チーム・外部委員
・愛知県MSW協会　法律支援委員
・名古屋市・成年後見制度懇談会　座長
・日本弁護士連合会　高齢者・障害者支援センター　運営委員
・令和3～5年度　厚労省委託事業　成年後見制度利用促進事業研修　委員
・令和5年度　厚労省委託事業「持続可能な権利擁護支援モデル事業」　委員
・令和4～6年度　豊田市厚労省モデル事業全体委員会　委員長
・令和6～8年度　厚労省科研
　「身寄りのない人や意思決定が困難な人への医療行為の同意に関する実態調査
　のための研究」（山縣班）分担研究者

問合せ・参加申込はこちらから

Googleフォーム  田原市社会福祉協議会　田原市成年後見センター
　　　担当：伊藤、大嶋　TEL 23-0610

田原市成年後見センター講演会

どなたでもご参加いただけます。
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防災ボランティアコーディネーターは、災害時に支援が必要な被
災者とボランティアをつなぐかけ橋の役割を担います。

かけ橋となるコーディネーターの数が多いほど、市内で多くの支
援を行うことができます。

7月20日（土）に田原福祉センター、8月3日（土）に渥美文化会
館で防災ボランティアコーディネーター養成講座を開催しました。

内容は、市防災対策課職員の「田原市の防災対策」についてのお
話の後、田原青年会議所・田原パシフィックロータリークラブの方
から「被災地に駆けつけて行った災害ボランティア活動」について

の体験談があり、受講者の方々は興味深く聞き入っていました。
その後、社会福祉協議会が災害時のボランティア活動に関する心構

えや注意事項を説明し、昨年6月に実際に災害ボランティアセンター
を運営した「豊川市防災ボランティアコーディネーターの会」の方が、
災害ボランティアセンターの運営についての説明と、実際の運営を想
定した災害ボランティアセンターの立ち上げ演習を行いました。

熱心に受講し修了された28名の皆さんには、田原市防災局長及び
防災対策課長から修了証書が手渡されました。

令和6年度防災ボランティアコーディネーター養成講座を開催令和6年度防災ボランティアコーディネーター養成講座を開催



身寄りがない方に起きる問題点と対策方法
おひとりさま
の生き方

アパート入居、入院、福祉施設入所などの場面で身元保証人を求められた際、身寄りがない方は、身元保証
人がいないためにサービスを利用できないことがあります。身元保証についての制度や法律を学び、身寄りが
なくても、田原市で安心して生活するためには何が必要なのか考えます。

開催日時 10月23日㊌ 会　場 田原福祉センター ３階 大会議室

参加費 無料 申込み 電話またはGoogleフォーム
13時30分～15時

講師紹介

弁護士 熊田均 氏

・認知症大府研修センター　倫理委員会倫理委員
・日本MSW協会　身元保証チーム・外部委員
・愛知県MSW協会　法律支援委員
・名古屋市・成年後見制度懇談会　座長
・日本弁護士連合会　高齢者・障害者支援センター　運営委員
・令和3～5年度　厚労省委託事業　成年後見制度利用促進事業研修　委員
・令和5年度　厚労省委託事業「持続可能な権利擁護支援モデル事業」　委員
・令和4～6年度　豊田市厚労省モデル事業全体委員会　委員長
・令和6～8年度　厚労省科研
　「身寄りのない人や意思決定が困難な人への医療行為の同意に関する実態調査
　のための研究」（山縣班）分担研究者

問合せ・参加申込はこちらから

Googleフォーム  田原市社会福祉協議会　田原市成年後見センター
　　　担当：伊藤、大嶋　TEL 23-0610

田原市成年後見センター講演会

どなたでもご参加いただけます。

7

日　時❖10月1日（火）　10時～13時（受付は12時30分まで）
場　所❖田原福祉センター相談室1・3
内　容❖登記に関すること（不動産の相続・贈与、会社の登記など）／民事裁判の手続に関すること（多重債務、

敷金返還など）／家庭裁判所の手続に関すること（夫婦や親子の問題、遺産分割、成年後見など）／
遺言の作成に関すること

予約優先・当日会場でも受け付けします（先着順）
申込み・問合せ❖愛知県司法書士会東三河支部
　　　　　　　　（TEL0532－58－9951　受付時間　平日9時～16時　※相談会前日までにご連絡ください）

　7月21日（日）にサンテパルクたはらで、「愛知県身体障害者福祉団体連
合会　東三河地区協議会ゲートボール大会」が開催され、田原市身体障害
者福祉協会の田原Aチームが3位に入賞しました。入賞チームは9月7日（土）
に開催の「愛知県身体障害者ゲートボール大会」に出場します。
　田原市身体障害者福祉協会では随時会員を募集しています。
　お気軽にご入会ください。　　　会費　500円／年

■ 問合せ　田原市社会福祉協議会　TEL 23－0610

～法の日記念事業～ 司法書士による相続と登記・法律無料面接相談
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社協だより3頁をご覧ください。ヒント

ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。
令和6年7月5日～令和6年9月4日

●角谷利美　様（DVD、CD）

ふくしクイズ
問
題
１０月１日から全国一斉に「○○羽根共同募金
運動」が始まります。○○に入る言葉は何で
しょうか。

❶ 黄色い　❷ 緑の　❸ 赤い

ハガキに答え、郵便番号、住所、氏名
ご感想をお書き添えのうえ、ご応募ください。
●締　切 ： 10月18日(金)《当日消印有効》
  抽選で5名の方に図書カードをお送りします。
●応募先 ： 〒441-3422 田原市赤石二丁目2番地
   田原市社会福祉協議会
※7月号の応募数は16通でした。ご応募ありがとうございました。

こんな時、こんなお金を…

・お祝い事、ご香典の一部
・各種チャリティーバザーの益金
・商店の開店等の記念行事の一部
・福祉のために役立てようと思った時
　※所得税や法人税などについて、優遇措置があります。

田原市赤石二丁目2番地
TEL 23-0610   23-3970
E-mail  info@tahara-shakyo.or.jp
URL  http://tahara-shakyo.or.jp

編集･発行　  社会福祉法人　田原市社会福祉協議会

たはら社協だよりは、社協会員の皆さまからお寄せいただいた会費の一部が充てられています。

月 日 時　間 開催地区
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1(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
2(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
9(水) 13:00～16:00 赤 羽 根 ※

16(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
24(木) 13:00～16:00 田 原 ○
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 5(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
  6(水) 13:00~16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
20(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
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 3(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
 4(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○

 11(水) 13:00～16:00 赤 羽 根 ※
18(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
26(木) 13:00～16:00 田 原 ○

　生活上の悩みごとや心配ごとの相談に応じます。
　法律的な相談には弁護士が対応し、解決のための方向性等を助言します。

対 象 者　田原市に住所を有し在住している方。
相談方法　弁護士等による面談方式です。
相談時間　1回の相談時間は30分以内です。

　＊相談は、すべて予約が必要です（2か月以上先の予約はできません）。
　＊同一内容でのご相談は原則１回限りとします。
　＊台風などの悪天候によっては、開催が中止となる場合があります。

スケジュールは以下のとおりです。

秘密は厳守されますので、
安心してご相談ください。

母
子
・
父
子

自
立
支
援
員

家
庭
相
談
員

社
会
保
険
労
務
士

行
政
相
談
委
員

人
権
擁
護
委
員

民
生
委
員

児
童
委
員

土
地
家
屋
調
査
士

司
法
書
士

弁

護

士

◆開催場所、予約申込先
　	田原	　田原福祉センター　TEL 23-0610　　　	渥美	　あつみライフランド　TEL 33-0279
　(希望される会場に直接お申し込みください。）
　※赤羽根地区(赤羽根福祉センター）での行政相談をご希望の方は、田原福祉センター TEL 23-0610へご連絡ください。
　※お申込みの受付けは平日のみです。（土日及び祝日のお申込みは受付できません。）

『心配ごと相談』

無料で弁護士に相談ができます。無料で弁護士に相談ができます。


